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 小中学校保護者の皆様 

 

大津町教育委員会 学校教育課 

 

   児童生徒に対する連絡システム等の導入のお知らせ 

 

 日頃から、大津町の教育活動へのご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的とした休校措置に伴い、学校と保護者間の双方

連携及び児童生徒の学習支援の充実の必要性が高まっております。つきましては、下記の２点について

ＩＣＴを活用したシステムの導入を図ることとしましたのでお知らせします。 

なお、詳細な設定方法などについては別紙にてご連絡いたします。 

 

記 

 

１．「れんらくアプリ」について 

（１）目 的：学校と保護者間の双方連携の強化 

（２）機 能：欠席等の連絡、アンケート配信、お知らせ配信、一斉メールなど 

（３）効 果：児童生徒の体調等の把握、保護者との連絡手段の簡素化・効率化 

（４）運 用：令和２年５月２５日の週以降 

 

２．「ｅライブラリアドバンス（学習用ソフト）」について 

（１）目 的：児童生徒の学習支援の充実 

（２）機 能：各学年の単元ごとの学習問題、個人ＩＤによる進捗状況の確認など 

（３）効 果：児童生徒の家庭における学習環境の整備 

（４）運 用：令和２年５月１８日の週以降 

※各学校における端末（タブレットＰＣ）整備を進めておりますが、端末数に限りがありますので、 

ご家庭での学習の際にはそれぞれのご家庭にあるスマートフォンやパソコンなどで学習いただ 

くことを想定しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 


